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碧南市指定文化財 新たに２件を指定 

 碧南市教育委員会は令和４年６月３０日付けで市内の有形文化財２件を新たに碧南市指

定文化財に指定しました。そこで、新しく指定された文化財をご紹介します。この指定で

碧南市指定文化財は計５０件になります。 

 

１ 新指定文化財一覧 

 

２ 文化財の概要 
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この絵図は、裏書により明和６（１７６９）年５月に田畑・塩浜の小
こ

前
まえ

帳
ちょう

と共に真
ま

野
の

惣
そう

十
じゅう

郎
ろう

役所に差し出されたことがわかり、この絵図はその写しと考えられる。明和

６年は、大浜村が幕府領から沼津藩領に変わる時期でもあり、三河国の幕府領を管轄

する赤坂代官を務めた真野惣十郎役所にこの絵図が出されたと考えられるが、詳細は

不明である。 

種類 名称 員数 所有者 

有形文化財 古文書 大浜村絵図 １舗 個人 

有形文化財 古文書 西端村・高取村溜
ため

池
いけ

争
そう

論
ろん

裁
さい

許
きょ

絵
え

図
ず

 １舗 碧南市 



 

 

２ 

絵図は一筆ごとの地番が記載されている。また、町場部分の下の絵図に重なる形で

別紙が作成されている。その別紙には道及び家並が記され、神社仏閣の建物が描かれ

ている。 

この絵図は１８世紀中頃の大浜村絵図として大変貴重なものである。 
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   この絵図は、裏書により元禄１４（１７０１）年に作成されたものと考えられ、当

該裏書には争論の詳細が概ね次のとおり記されている。 

  ア 西端村の主張によれば、２７年以上前に高取村の村民が理不尽に村境に塚を築い

たことを問題視している。西端村は古道を村境と主張し、一方、高取村は西端村の

畑の間の水落を村境と主張し、両村が対立した。 

イ 当時の西端村は旗
はた

本
もと

本
ほん

多
だ

氏
し

知
ち

行
ぎょう

、高取村は甘
あま

縄
なわ

藩
はん

領
りょう

と、領主が異なることもあ

り、幕府が裁許に当たり幕府の勘定奉行、町奉行及び寺社奉行の三奉行１０名が署

名した。幕府裁定の結果、高取村が築いた塚の位置を基に地境が定まった。その上

で、溜池とその水の使用権は西端村に、南山の入
いり

会
あい

権
けん

は高取村に認められた。 

同様の絵図は高取村の文書（高浜市の所有）にもあり、国立国会図書館蔵の旧幕府



 

 

３ 

裁許絵図目録に記載がある。 

この絵図は西端村及び高取村の地
じ

境
さかい

争論の裁許絵図であり、１７世紀の内容を示す

地域の史料として大変貴重なものである。 

 



碧南市指定文化財件数 令和4年6月30日現在

現在数 今回指定 計

1 1

絵　　画 4 4

彫　　刻 10 10

工 芸 品 3 3

書跡・典籍、古文書 10 2 12

考古資料

歴史資料 7 7

8 8

3 3

動　　物

植　　物

地質鉱物 2 2

48 2 50

無形民俗文化財

種別

有形文化財

建　造　物

美
術
工
芸
品

合計

記念物

史　　跡

名　　勝

天
然
記
念
物

無形文化財
芸　　能

工芸技術

民俗文化財
有形民俗文化財




